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条　
　
　

例

○
山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例	

一

○
山
梨
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四

○
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四

○
山
梨
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

五

○
山
梨
県
道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

六

○
山
梨
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

一
〇

　
　
　
　
　
　

条
例
の
あ
ら
ま
し

○�　

山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
条
例
第
五
十
七
号
）

（
県
民
安
全
協
働
課
）

1
	　

こ
の
条
例
は
、
県
民
に
交
流
及
び
連
携
を
図
る
た
め
の
機
会
と
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

域
課
題
の
解
決
及
び
地
域
経
済
の
活
性
化
に
向
け
た
社
会
貢
献
活
動
、
起
業
等
の
県
民
の
主
体
的
な

取
組
を
促
し
、
も
っ
て
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
	　

施
設
の
名
称
及
び
位
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

3
	　

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
を
行
い
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

4
	　

セ
ン
タ
ー
の
休
館
日
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

5
	　

利
用
料
金
の
限
度
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

6
		　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し

た
。

7
		　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
６
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

○�　

山
梨
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第

五
十
八
号
）
（
健
康
長
寿
推
進
課
）

1
		　

租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
延
滞
利
息
の
割
合
の
特
例
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
、

特
例
基
準
割
合
を
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

2
		　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
九

号
）
（
障
害
福
祉
課
）

1
		　

県
立
梨
の
実
寮
の
社
会
福
祉
法
人
山
梨
県
手
を
つ
な
ぐ
親
の
会
へ
の
譲
渡
及
び
県
立
あ
さ
ひ
ワ
ー

ク
ホ
ー
ム
の
社
会
福
祉
法
人
山
梨
県
障
害
者
援
護
協
会
へ
の
譲
渡
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

　

㈠　

県
立
梨
の
実
寮
及
び
県
立
あ
さ
ひ
ワ
ー
ク
ホ
ー
ム
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
。

　

㈡　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。

2
		　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
十
号
）
（
畜
産
課
）

1
		　

家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠　

家
畜
人
工
授
精
所
の
許
可
証
の
書
換
交
付
等
に
係
る
手
数
料
を
新
た
に
設
け
る
。

　

㈡　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。

2
		　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
十
一
号
）
（
道
路
管
理
課
）

1
		　

道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
県
が
管
理
す
る
道
路
に
係
る
占
用
料
の
額
に
つ
い
て
、
国

の
管
理
す
る
道
路
に
係
る
占
用
料
の
額
に
準
じ
て
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
		　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
十
二
号
）
（
治
水

課
）

1
		　

山
梨
県
道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
河
川
に
係
る
土
地
占
用
料
に
つ
い
て
、
県
が
管

理
す
る
道
路
に
係
る
占
用
料
の
額
に
準
じ
、
そ
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
		　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　

条　
　
　

例

　

山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
五
十
七
号

　
　
　

山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

（
設
置
）

第�

一
条　

県
民
に
交
流
及
び
連
携
を
図
る
た
め
の
機
会
と
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
課
題
の



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
五
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

二

解
決
及
び
地
域
経
済
の
活
性
化
に
向
け
た
社
会
貢
献
活
動
、
起
業
等
の
県
民
の
主
体
的
な
取
組
を
促

し
、
も
っ
て
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
た
め
、
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す

る
。

（
名
称
及
び
位
置
）

第
二
条　

や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー

甲
府
市

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第�

三
条　

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）

に
山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を

行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲
）

第
四
条　

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

利
用
の
承
認
に
関
す
る
業
務

　

二　

施
設
及
び
設
備
器
具
の
維
持
保
全
に
関
す
る
業
務

　

三　

県
民
が
交
流
及
び
連
携
を
図
る
た
め
の
催
し
及
び
講
座
の
実
施
に
関
す
る
業
務

　

四　

地
域
課
題
の
解
決
及
び
地
域
経
済
の
活
性
化
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
業
務

　

五　

地
域
課
題
の
解
決
及
び
地
域
経
済
の
活
性
化
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
業
務

　

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
業
務

（
指
定
の
手
続
）

第�

五
条　

指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請

書
に
事
業
計
画
書
そ
の
他
の
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2
	　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
指

定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定
し
、
議
会
の
議
決
を
経
て
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

事
業
計
画
の
内
容
が
、
セ
ン
タ
ー
の
効
用
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

二	　

事
業
計
画
の
内
容
が
、
セ
ン
タ
ー
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
管
理
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

　

三	　

事
業
計
画
の
内
容
が
、
セ
ン
タ
ー
の
平
等
な
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

　

四	　

事
業
計
画
に
沿
っ
た
管
理
を
安
定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
人
的
能
力
及
び
経
理
的
基
礎
を
有

し
て
い
る
こ
と
。

（
休
館
日
）

第
六
条　

セ
ン
タ
ー
の
休
館
日
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　

一	　

月
曜
日
（
こ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に

規
定
す
る
休
日
（
次
号
に
お
い
て
「
休
日
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

　

二　

休
日
の
翌
日
（
こ
の
日
が
日
曜
日
又
は
休
日
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

　

三　

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

2
	　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
臨
時
に
休
館
日
に
開

館
し
、
又
は
休
館
日
以
外
の
日
に
休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
時
間
）

第�

七
条　

セ
ン
タ
ー
の
利
用
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
管
理

者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
利
用
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
承
認
等
）

第�

八
条　

セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2
	　

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
承
認
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　

一　

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

二　

施
設
又
は
設
備
器
具
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

四	　

そ
の
利
用
が
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
の
利
益
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
承
認
の
取
消
し
）

第�

九
条　

指
定
管
理
者
は
、
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
が
前
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

（
利
用
料
金
）

第�
十
条　

第
八
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
セ
ン
タ

ー
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
	　

利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

3
	　

利
用
料
金
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
指
定
管
理

者
が
定
め
る
。

（
利
用
料
金
の
還
付
）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
五
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

三

第�
十
一
条　

既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
は
、
セ
ン
タ
ー
を

利
用
す
る
者
が
そ
の
責
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

場
合
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
料
金
の
減
免
）

第�

十
二
条　

指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
）

第�

十
三
条　

指
定
管
理
者
は
、
毎
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
報

告
書
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
年
度
の
途
中
に
お
い
て
指
定
管

理
者
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
当
該

年
度
の
当
該
日
ま
で
の
事
業
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
の
状
況

　

二　

セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
業
務
に
係
る
収
支
の
状
況

　

三　

利
用
料
金
の
収
入
の
状
況

　

四	　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
知
事
が
必
要

と
認
め
る
事
項

（
知
事
に
よ
る
管
理
）

第�

十
四
条　

第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
る
も
の
が
な
い

と
き
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の

業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当
該
停
止

の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
臨
時
に
、
第
四
条
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
業
務
の
全
部

又
は
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2
	　

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
知
事
は
、
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
す
る
。

3
	　

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止
を

命
じ
た
業
務
に
セ
ン
タ
ー
の
利
用
の
承
認
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
に
お
け
る
第
八
条
及
び
第

九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」

と
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

4
	　

第
一
項
の
場
合
（
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
停
止
を

命
じ
た
業
務
に
利
用
料
金
の
収
受
が
含
ま
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項
の
承

認
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
に
定
め
る
額

の
範
囲
内
に
お
い
て
知
事
が
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
対
し
既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
利
用
料
金
は
、
使
用
料
と
み
な
す
。

5
	　

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
、
第
十
二
条
及
び
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
一

条
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の

は
「
知
事
」
と
、
第
十
二
条
中
「
指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
」
と
あ
る

の
は
「
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
」
と
、
同
表
中
「
利
用
料
金
」

と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
す
る
。

6
	　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
管
理
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
後
指
定
管
理
者
が
当
該

業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
に

つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
条
第
一
項
中
「
な
ら

な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
に
つ
い
て
第
十
四
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
既
に
納
付
し
た
使
用
料
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
使
用
料
は
、
利
用
料
金
と
み
な
す
」

と
す
る
。

（
警
察
本
部
長
へ
の
情
報
提
供
依
頼
）

第�

十
五
条　

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
利
用
承

認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
受
け
た
者
（
当
該
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
役
員
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
、
山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
山
梨
県

条
例
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
暴
力
団
員

等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
警
察
本
部
長
に
対
し
、
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

一　

指
定
管
理
者
又
は
知
事
が
利
用
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

　

二	　

指
定
管
理
者
又
は
知
事
が
第
九
条
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
利
用
承
認
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
知
事
へ
の
情
報
提
供
）

第�
十
六
条　

警
察
本
部
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
の
ほ
か
、
そ
の

保
有
す
る
情
報
に
よ
り
利
用
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
受
け
た
者
が
暴
力
団
員
等
で
あ
る
と

認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
知
事
に
対
し
、
そ
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
十
七
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
五
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

四

1
	　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

2
	　

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
、
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
）

　

一　

会
議
室
等
を
利
用
す
る
場
合

利
用
区
分

施
設
区
分

午
前

午
後

夜

全
日

午
前
九
時
〜
正

午

午
後
一
時
〜
午

後
五
時

午
後
六
時
〜
午

後
九
時

午
前
九
時
〜
午

後
九
時

大
会
議
室

全
面

一
、
五
六
〇
円

二
、
〇
八
〇
円

一
、
五
六
〇
円

五
、
二
〇
〇
円

半
面

七
八
〇
円

一
、
〇
四
〇
円

七
八
〇
円

二
、
六
〇
〇
円

第
一
会
議
室

七
五
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

七
五
〇
円

二
、
五
〇
〇
円

第
二
会
議
室

一
五
〇
円

二
〇
〇
円

一
五
〇
円

五
〇
〇
円

第
三
会
議
室

一
八
〇
円

二
四
〇
円

一
八
〇
円

六
〇
〇
円

第
四
会
議
室

七
八
〇
円

一
、
〇
四
〇
円

七
八
〇
円

二
、
六
〇
〇
円

多
目
的
ホ
ー
ル

二
、
〇
七
〇
円

二
、
七
六
〇
円

二
、
〇
七
〇
円

六
、
九
〇
〇
円

　

備
考

　
　

1
	　

利
用
時
間
が
こ
の
表
の
区
分
に
よ
る
時
間
を
経
過
す
る
場
合
の
超
過
時
間
に
対
す
る
利
用
料

金
の
限
度
額
は
、
全
日
の
金
額
を
時
間
割
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
超
過
時
間
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
時
間
と
し
て
算
定
す

る
。

　
　

2
	　

入
場
料
金
を
徴
収
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
限
度
額
は
、
こ
の
表
の
利
用
料
金
の
限
度
額
に

二
割
の
割
増
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
利
用
料
金
の
限
度
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。

　
　

3
	　

利
用
料
金
の
限
度
額
に
一
〇
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

る
。

　

二　

コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
を
利
用
す
る
場
合

単
位

金
額

一
日
に
つ
き

八
〇
〇
円

一
月
に
つ
き

六
、
八
〇
〇
円

　

山
梨
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
五
十
八
号

　
　
　

山
梨
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
特
例
基
準
割
合
」
を
「
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
」
に
改
め
、
附
則
第
三
項
中
「
特

例
基
準
割
合
」
を
「
延
滞
金
特
例
基
準
割
合
」
に
、
「
十
月
」
を
「
九
月
」
に
、
「
九
月
」
を
「
八

月
」
に
、
「
十
二
月
十
五
日
」
を
「
十
一
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
附
則
第

二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
延
滞
利
息
の
う
ち
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る

も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

　

山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
五
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

五

山
梨
県
条
例
第
五
十
九
号

　
　
　

山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
中
山
梨
県
立
梨
の
実
寮
の
項
及
び
山
梨
県
立
あ
さ
ひ
ワ
ー
ク
ホ
ー
ム
の
項
を
削
り
、
同

表
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
の
項
第
一
号
中
「
身
体
障
害
者
及
び
通
知
児
童
に

対
し
、
生
活
介
護
」
を
「
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条

に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
」
と
い
う
。
）
及
び
児
童
福
祉

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
支
援
施
設
に
入

所
す
る
こ
と
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
児
童
相
談
所
長
が
市

町
村
長
に
通
知
し
た
児
童
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
通
知
児
童
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
法
第
五
条

第
七
項
の
生
活
介
護
（
次
項
及
び
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
知
的
障
害
者
及
び
障
害
児
」
を
「
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
三
十
七
号
）
に
い
う
知
的
障
害
者
（
十
八
歳
以
上
で
あ
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
「
知
的
障

害
者
」
と
い
う
。
）
及
び
障
害
児
（
児
童
福
祉
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
児
の
う
ち
、
身
体

に
障
害
の
あ
る
児
童
、
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
精
神
に
障
害
の
あ
る
児
童
（
発
達
障
害
者
支
援
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
児
を
含
む
。
）
を
い

う
。
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
短
期
入
所
」
を
「
法
第
五
条
第
八
項
の
短

期
入
所
（
次
項
及
び
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
短
期
入
所
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
中
「
施
設
入
所
支
援
」
を
「
法
第
五
条
第
十
項
の
施
設
入
所
支
援
（
次
項
及
び
第
六
条
第
一
項

第
三
号
に
お
い
て
「
施
設
入
所
支
援
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
表
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー

成
人
寮
の
項
第
一
号
中
「
通
知
児
童
」
を
「
児
童
福
祉
法
第
六
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
障
害
者
支

援
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
児
童
相

談
所
長
が
市
町
村
長
に
通
知
し
た
児
童
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
通
知
児
童
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
る
。

　

第
三
条
中
「
山
梨
県
立
梨
の
実
寮
、
山
梨
県
立
あ
さ
ひ
ワ
ー
ク
ホ
ー
ム
、
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療

福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
」
を
「
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
」
に
、
「
梨
の
実
寮

等
」
を
「
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
等
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
及
び
第
五
条
第
二
項
中
「
梨
の
実
寮
等
」
を
「
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
等
」

に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
梨
の
実
寮
等
」
を
「
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
等
」
に
改
め
、
同

項
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
る
。

　

第
七
条
及
び
第
八
条
第
一
項
中
「
梨
の
実
寮
等
」
を
「
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
等
」

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
第
七
条
の
事
業
報

告
書
で
あ
っ
て
、
令
和
二
年
度
の
山
梨
県
立
梨
の
実
寮
及
び
山
梨
県
立
あ
さ
ひ
ワ
ー
ク
ホ
ー
ム
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

山
梨
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
六
十
号

　
　
　

山
梨
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
九
十
六
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
」
を

加
え
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
に
係
る
標
識
の
交
付
等
）
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「
許
可
証
及
び
」
を
削
る
。

　

第
五
条
第
一
項
の
表
一
の
項
中
「
の
書
換
え
交
付
」
を
「
の
書
換
交
付
」
に
、
「
種
畜
証
明
書
書
換

え
交
付
手
数
料
」
を
「
種
畜
証
明
書
書
換
交
付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
を
削
り
、
同
表
五
の

項
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
、
「
の
書
換
え
交
付
」
を
「
の
書
換
交
付
」
に
、
「
家

畜
人
工
授
精
師
免
許
証
書
換
え
交
付
手
数
料
」
を
「
家
畜
人
工
授
精
師
免
許
証
書
換
交
付
手
数
料
」
に

改
め
、
同
項
を
同
表
四
の
項
と
し
、
同
表
六
の
項
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
、

同
項
を
同
表
五
の
項
と
し
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六	　

法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
家
畜
人

工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査

家
畜
人
工
授
精
所
開
設

許
可
申
請
手
数
料

五
千
七
百
円

七	　

省
令
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
証
の
書

換
交
付

家
畜
人
工
授
精
所
開
設

許
可
証
書
換
交
付
手
数

料

千
七
百
円



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
五
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

六

八	　

省
令
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
家
畜
人
工
授
精
所
の
開
設
の
許
可
証
の
再

交
付

家
畜
人
工
授
精
所
開
設

許
可
証
再
交
付
手
数
料

千
七
百
円

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
六
十
一
号

　
　
　

山
梨
県
道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
道
路
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
七
条
関
係
）

占
用
物
件

占
用
料

単
位

所
在
地

第
一
級
地

第
二
級
地

第
三
級
地

第
四
級
地

法
第
三
十

二
条
第
一

項
第
一
号

に
掲
げ
る

工
作
物

第
一
種
電
柱

一
本
に

つ
き
一

年

七
三
〇
円

五
一
〇
円

四
二
〇
円

三
八
〇
円

第
二
種
電
柱

一
、

一
〇
〇
円

七
九
〇
円

六
五
〇
円

五
八
〇
円

第
三
種
電
柱

一
、

五
〇
〇
円

一
、

一
〇
〇
円

八
八
〇
円

七
八
〇
円

第
一
種
電
話
柱

六
五
〇
円

四
六
〇
円

三
八
〇
円

三
四
〇
円

第
二
種
電
話
柱

一
、

〇
〇
〇
円

七
三
〇
円

六
一
〇
円

五
四
〇
円

第
三
種
電
話
柱

一
、

四
〇
〇
円

一
、

〇
〇
〇
円

八
三
〇
円

七
四
〇
円

そ
の
他
の
柱
類

六
五
円

四
六
円

三
八
円

三
四
円

共
架
電
線
そ
の
他

上
空
に
設
け
る
線

類

長
さ
一

メ
ー
ト

ル
に
つ

き
一
年

七
円

五
円

四
円

三
円

地
下
に
設
け
る
電

線
そ
の
他
の
線
類

四
円

三
円

二
円

二
円

路
上
に
設
け
る
変

圧
器

一
個
に

つ
き
一

年

六
四
〇
円

四
五
〇
円

三
七
〇
円

三
三
〇
円

地
下
に
設
け
る
変

圧
器

占
用
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

年

三
九
〇
円

二
七
〇
円

二
三
〇
円

二
〇
〇
円

変
圧
塔
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
も
の

及
び
公
衆
電
話
所

一
個
に

つ
き
一

年

一
、

三
〇
〇
円

九
一
〇
円

七
六
〇
円

六
八
〇
円



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
五
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

七

郵
便
差
出
箱
及
び

信
書
便
差
出
箱

五
五
〇
円

三
八
〇
円

三
二
〇
円

二
八
〇
円

広
告
塔

表
示
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

年

四
、

三
〇
〇
円

一
、

九
〇
〇
円

九
六
〇
円

六
七
〇
円

そ
の
他

占
用
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

年

一
、

三
〇
〇
円

九
一
〇
円

七
六
〇
円

六
八
〇
円

法
第
三
十

二
条
第
一

項
第
二
号

に
掲
げ
る

物
件

外
径
が
〇
・
〇
七

メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

長
さ
一

メ
ー
ト

ル
に
つ

き
一
年

二
七
円

一
九
円

一
六
円

一
四
円

外
径
が
〇
・
〇
七

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
一
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

三
九
円

二
七
円

二
三
円

二
〇
円

外
径
が
〇
・
一
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

五
九
円

四
一
円

三
四
円

三
〇
円

一
五
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

外
径
が
〇
・
一
五

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
二
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

七
八
円

五
五
円

四
五
円

四
一
円

外
径
が
〇
・
二
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

三
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

一
二
〇
円

八
二
円

六
八
円

六
一
円

外
径
が
〇
・
三
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

四
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

一
六
〇
円

一
一
〇
円

九
一
円

八
一
円

外
径
が
〇
・
四
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

七
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

二
七
〇
円

一
九
〇
円

一
六
〇
円

一
四
〇
円

外
径
が
〇
・
七
メ

ー
ト
ル
以
上
一
メ

ー
ト
ル
未
満
の
も

の

三
九
〇
円

二
七
〇
円

二
三
〇
円

二
〇
〇
円

外
径
が
一
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の

七
八
〇
円

五
五
〇
円

四
五
〇
円

四
一
〇
円

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
三
号

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設

占
用
面

積
一
平

方
メ
ー

一
、

三
〇
〇
円

九
一
〇
円

七
六
〇
円

六
八
〇
円



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
五
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

八

法
第
三
十

二
条
第
一

項
第
五
号

に
掲
げ
る

施
設

地
下
街

及
び
地

下
室

階
数
が

一
の
も

の

ト
ル
に

つ
き
一

年

Ａ
に
〇
・
〇
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が

二
の
も

の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
八
を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が

三
以
上

の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
を
乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
通

路

二
、

一
〇
〇
円

九
三
〇
円

四
八
〇
円

三
三
〇
円

地
下
に
設
け
る
通

路

一
、

三
〇
〇
円

五
六
〇
円

二
九
〇
円

二
〇
〇
円

そ
の
他

一
、

三
〇
〇
円

九
一
〇
円

七
六
〇
円

六
八
〇
円

法
第
三
十

二
条
第
一

項
第
六
号

に
掲
げ
る

施
設

祭
礼
、
縁
日
そ
の

他
の
催
し
に
際

し
、
一
時
的
に
設

け
る
も
の

占
用
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

日

四
三
円

一
九
円

一
〇
円

七
円

そ
の
他

占
用
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

月

四
三
〇
円

一
九
〇
円

九
六
円

六
七
円

政
令
第
七

条
第
一
号

に
掲
げ
る

物
件

看
板
（

ア
ー
チ

で
あ
る

も
の
を

除
く
。

）

一
時
的

に
設
け

る
も
の

表
示
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

月

四
三
〇
円

一
九
〇
円

九
六
円

六
七
円

そ
の
他

表
示
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

年

四
、

三
〇
〇
円

一
、

九
〇
〇
円

九
六
〇
円

六
七
〇
円

標
識

一
本
に

つ
き
一

年

一
、

〇
〇
〇
円

七
三
〇
円

六
一
〇
円

五
四
〇
円

旗
ざ
お

祭
礼
、

縁
日
そ

の
他
の

催
し
に

際
し
、

一
時
的

に
設
け

る
も
の

一
本
に

つ
き
一

日

四
三
円

一
九
円

一
〇
円

七
円

そ
の
他

一
本
に

つ
き
一

月

四
三
〇
円

一
九
〇
円

九
六
円

六
七
円

幕
（
政

令
第
七

祭
礼
、

縁
日
そ

そ
の
面

積
一
平

四
三
円

一
九
円

一
〇
円

七
円



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
五
十
五
号　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

九

条
第
四

号
に
掲

の
他
の

催
し
に

方
メ
ー

ト
ル
に

げ
る
工

事
用
施

設
で
あ

る
も
の

を
除
く

。
）

際
し
、

一
時
的

に
設
け

る
も
の

つ
き
一

日

そ
の
他

そ
の
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

月

四
三
〇
円

一
九
〇
円

九
六
円

六
七
円

ア
ー
チ

車
道
を

横
断
す

る
も
の

一
基
に

つ
き
一

月

四
、

三
〇
〇
円

一
、

九
〇
〇
円

九
六
〇
円

六
七
〇
円

そ
の
他

二
、

九
三
〇
円

四
八
〇
円

三
三
〇
円

一
〇
〇
円

政
令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る

工
作
物

占
用
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

年

一
、

三
〇
〇
円

九
一
〇
円

七
六
〇
円

六
八
〇
円

政
令
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る

工
事
用
施
設
及
び
同
条
第
五
号

に
掲
げ
る
工
事
用
材
料

占
用
面

積
一
平

方
メ
ー

四
三
〇
円

一
九
〇
円

九
六
円

六
七
円

ト
ル
に

政
令
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る

仮
設
建
築
物
及
び
同
条
第
七
号

に
掲
げ
る
施
設

つ
き
一

月

一
三
〇
円

九
一
円

七
六
円

六
八
円

政
令
第
七

条
第
八
号

に
掲
げ
る

施
設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又

は
高
架
の
道
路
の

路
面
下
（
当
該
路

面
下
の
地
下
を
除

く
。
）
に
設
け
る

も
の

占
用
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

年

Ａ
に
〇
・

〇
一
四
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
六
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
九
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
二
三
を

乗
じ
て
得

た
額

上
空
に
設
け
る
も

の

Ａ
に
〇
・
〇
二
三
を
乗
じ
て
得
た
額

地
下
（

ト
ン
ネ

ル
の
上

の
地
下

を
除
く

。
）
に

設
け
る

も
の

階
数
が

一
の
も

の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が

二
の
も

の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
八
を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が

三
以
上

の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他

Ａ
に
〇
・
〇
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額

政
令
第
七

条
第
九
号

に
掲
げ
る

施
設

建
築
物

Ａ
に
〇
・

〇
一
四
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
六
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
九
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
二
三
を

乗
じ
て
得

た
額
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梨
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一
〇

そ
の
他

Ａ
に
〇
・

〇
一
を
乗

じ
て
得
た

額

Ａ
に
〇
・

〇
一
二
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
三
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
六
を

乗
じ
て
得

た
額

政
令
第
七

条
第
十
号

に
掲
げ
る

施
設
及
び

自
動
車
駐

車
場

建
築
物

Ａ
に
〇
・
〇
二
三
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他

Ａ
に
〇
・

〇
一
を
乗

じ
て
得
た

額

Ａ
に
〇
・

〇
一
二
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
三
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
六
を

乗
じ
て
得

た
額

政
令
第
七

条
第
十
一

号
に
掲
げ

る
応
急
仮

設
建
築
物

ト
ン
ネ
ル
の
上
又

は
高
架
の
道
路
の

路
面
下
に
設
け
る

も
の

Ａ
に
〇
・

〇
一
四
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
六
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
九
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
二
三
を

乗
じ
て
得

た
額

上
空
に
設
け
る
も

の

Ａ
に
〇
・
〇
二
三
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他

Ａ
に
〇
・
〇
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額

政
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ

る
器
具

Ａ
に
〇
・
〇
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額

政
令
第
七

条
第
十
三

号
に
掲
げ

る
施
設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又

は
自
動
車
専
用
道

路
（
高
架
の
も
の

に
限
る
。
）
の
路

面
下
に
設
け
る
も

の

Ａ
に
〇
・

〇
一
四
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
六
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
一
九
を

乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・

〇
二
三
を

乗
じ
て
得

た
額

上
空
に
設
け
る
も

の

Ａ
に
〇
・
〇
二
三
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他

Ａ
に
〇
・
〇
三
三
を
乗
じ
て
得
た
額

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
六
十
二
号

　
　
　

山
梨
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
号
イ
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

イ　

電
柱
等

区
分

金
額

単
位

所
在
地

第
一
級
地

第
二
級
地

第
三
級
地

第
四
級
地

電
柱

第
一
種

一
本
に

つ
き
一

年

七
三
〇
円

五
一
〇
円

四
二
〇
円

三
八
〇
円

第
二
種

一
、

一
〇
〇
円

七
九
〇
円

六
五
〇
円

五
八
〇
円

第
三
種

一
、

五
〇
〇
円

一
、

一
〇
〇
円

八
八
〇
円

七
八
〇
円

電
話
柱

第
一
種

六
五
〇
円

四
六
〇
円

三
八
〇
円

三
四
〇
円

　

一
〇



山
梨
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二
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十
二
月
二
十
五
日

一
一

第
二
種

一
、

〇
〇
〇
円

七
三
〇
円

六
一
〇
円

五
四
〇
円

第
三
種

一
、

四
〇
〇
円

一
、

〇
〇
〇
円

八
三
〇
円

七
四
〇
円

そ
の
他
の
柱
類

六
五
円

四
六
円

三
八
円

三
四
円

鉄
塔

占
用
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

年

一
、

三
〇
〇
円

九
一
〇
円

七
六
〇
円

六
八
〇
円

看
板
、
広
告
板
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の

表
示
面

積
一
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
一

年

四
、

三
〇
〇
円

一
、

九
〇
〇
円

九
六
〇
円

六
七
〇
円

埋
設
物

又
は
架

設
物

外
径
が
〇
・
〇
七

メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

長
さ
一

メ
ー
ト

ル
に
つ

き
一
年

二
七
円

一
九
円

一
六
円

一
四
円

外
径
が
〇
・
〇
七

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
一
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

三
九
円

二
七
円

二
三
円

二
〇
円

外
径
が
〇
・
一
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

一
五
メ
ー
ト
ル
未

五
九
円

四
一
円

三
四
円

三
〇
円

満
の
も
の

外
径
が
〇
・
一
五

メ
ー
ト
ル
以
上

〇
・
二
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の

七
八
円

五
五
円

四
五
円

四
一
円

外
径
が
〇
・
二
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

三
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

一
二
〇
円

八
二
円

六
八
円

六
一
円

外
径
が
〇
・
三
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

四
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

一
六
〇
円

一
一
〇
円

九
一
円

八
一
円

外
径
が
〇
・
四
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

七
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

二
七
〇
円

一
九
〇
円

一
六
〇
円

一
四
〇
円

外
径
が
〇
・
七
メ

ー
ト
ル
以
上
一
メ

ー
ト
ル
未
満
の
も

の

三
九
〇
円

二
七
〇
円

二
三
〇
円

二
〇
〇
円

外
径
が
一
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の

七
八
〇
円

五
五
〇
円

四
五
〇
円

四
一
〇
円

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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